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 音楽表現;記譜法形式に音楽を記録す
ること;他に分類されない音楽または
楽器用の付属品,例.支持具（譜面台

A47B;音楽的特色のないおもちゃの楽器

A63H5/00;メトロノ－ム G04F5/02;音楽の教習

G09B15/00）  

1/00 音楽の表現のための手段  

1/02 ・鍵盤または指板のための固定または可調

整の和音または音高の指示器  

1/04 ・移調するためのもの;編曲するためのもの  

3/00 記譜法形式に音楽を記録すること,例.楽器

の機械的操作を記録すること  

3/02 ・機械的手段のみを用いるもの  

3/04 ・電気的手段を用いるもの  

5/00 楽器のための支持具  

7/00 他の補助装置または付属品,例.指揮棒また

は別体になったやにもしくは弦の入れ物  

100 ・バンド;カバ－またはケ－ス  

110 ・・楽器の持ち運び用ケ－ス（鞄のための

内部への取付具 A45C13/02）  

7/02 ・音叉または類似の装置  

100 ・・電子調律装置または電子基準音発生装

置  

 


